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1．修正根拠及び適用条項 

災害対策基本法 第42条 

「市町村防災会議は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村

防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認

めるときは、これを修正しなければならない。」 

2．修正の要旨 

「豊島区地域防災計画」は、昭和38年に策定以来、逐次、検討を加え、修正を

行ってきた。最近では、平成元年に計画体系の見直しを行い、内容の充実を図って

きたところであるが、区における災害対策活動態勢の見直し及び防災関係機関にお

ける組織改正等により変化が生じてきている。 

3 ．修正の基本方針 

(1） この計画は、基本的には、平成 3年9月に公表された「東京における地震

被害の想定に関する調査研究」を受け、災害の防止及び被害の軽減を図るもの

であり、今回さらに災害時の応急対策について、より内容の充実を図ることと 

する。 

(2) 豊島区の策定している「豊島区基本計画」 に基づき、 “災害につよいまち

づくり”のー層の推進を図ることとする。 

(3) F大規模地震対策特別措置法」に基づき、 「付編・警戒宣言に伴う対応措

置」についても、現時点で可能な限り修正し、計画の充実を図ることとする。 
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4 ．今回の修正の経過 

今回の修正は、平成 4年8月11日開催の防災会議において上記 3の修正の基本

方針が承認され、この修正の基本方針に基づき、区、都関係機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関より原案の提出をうけ、区防災会議の事務局（総務部防災

課）が調整を行ったうえ、修正案をとりまとめたものである。 

5，今回の修正の特色 

今回の修正は、 「東京都豊島区地域防災計画」平成 3年修正をベースにして、 

東京都における地震被害想定の見直し、及び「東京都地域防災計画」の修正を受

け、さらに最新データの収集に努めた。 

6．今回の修正の概要 

(1） 修正内容 

① 新規に作成したもの 

② 計画内容を充実したもの 

③ 法令等の改正によるもの（組織・基準等の改正を含む） 

④ 事業の進捗に伴うもの 

⑤ その他、内容を整理したもの 

（字句の整理、削除、組替えを含む） 

(2） 体系別修正要旨 

別紙1の体系別修正要旨一覧参照 

章 ・ 節 修 	正 	要 	旨 

第 1章

第3節 

(P 1) 

第 4 節 

(P 1) 

計画の方針 

計画の目標 

計画の修正 

避難計画の見直しにともない、避難場所及び避難道路系統 

の数値を修正した。 	 ③ 

計画修正時期の変更にともない「毎年3月末日 

までに」を削除した。 	 ⑤ 

第 3章

第 1節 

(1' 2) 

第2節 

(P2) 

第3節 

(P4） 

豊島区の概況

位置・地勢 

面積と人口 

産業及び生活

環境 

豊島区面積の修正並びに月別平均気温を平成 2年度の数値 

に修正した。 	 ⑤ 

面積と人ロ及び昼夜間人口の両欄の数値にっいて、平成2 
年度国勢調査数値に修正した。 	 ⑤ 

産業別事業所数及び就業者数を平成 3年度の数値に修正し、 

生活環境の用途地区を用途地域に分類を改めた上、平成元年 

4月現在の数値に、また、道路、公園の両欄を平成 4年4月 

1日現在の数値にそれぞれ修正した。 	 （昌迄） 

第 4章 

第1節 

(P6） 

第2節 

(P 9) 

計画の前提要件

地震被害の 

想定 

風水害の被害 

平成 3年発表の「東京における地震被害の想定に関する調

査研究」に基づいて、基本的な考え方、及び被害の想定等を 

修正した。 	 ③ 

説明文を最近の豊島区の被害状況にあわせて一部整理した。 

⑤ 

第1章 

第1節 

(P 11) 

第2節 

(P 11) 

第 3節 

(Pl2） 

第 4節 

(P13） 

防災都市づくり

延焼遮断帯の

整備‘不燃化 

市街地の整備 

オーブン ス

ペースの確保

道路・橋りよう

の整備 

防火地域指定の進捗にともない、文章中の「防火地域指定

を行う」を「防火地域指定を行った。」に、また、未着手都 

市計画道路の路線数及び延長数をそれぞれ修正した。 	④ 

居住環境総合整備事業の事業地区の表中に上池袋地区を追 

加した。 
	 ② 

表中の現況及び今後必要量を平成 4年4月 1日現在の数値 

に修正した。 	 ④ 

道路の整備の表中、現況及び今後必要量を平成 3年 4月1 
日現在の数値に修正した。 	 ④ 

橋りようの架替えにっいて「平成 5年度末まで4 橋の」を 

「平成7年度末まで6橋の」に修正した。また、 「平成 5年
度末までに、うち 2橋の整備を予定している。」 と加えた。 

④ 
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第5節 建築物の耐震 

(P13） 	・不燃化 

事業の進捗にともない防火地域の指定、民間建築物の不燃

化の本文に修正を加えた0 また、防火地域の指定の表に「元

年地域地区」 を加え、民間建築物の不燃化の表を削除した。 

（奴S) 
建築物の耐震・不燃化の施策に、新たに都市防災不燃化促 

進事業にっいての記述を加えた。 	 ② 

第6節 河川施設等の 

(P17） 安全化 

透水性舗装の表に平成 3年度実績を追加した。 	④ 

第2章 施設構造物等の

安全化 

第 1 節 崖・擁壁・ブ 

(P18） ロック塀等の

崩壊防止 

第 2 節 落下物等の防止 

(P19) 
第3節 ライ 7ライン 

(P20） 	施設の安全化 

第 4 節 道路及び鉄道 

(P21) 	施設の安全化 

被害想定の変更にともない、本文中の「「被害想定」によ 

ると、豊島区では、 	受けると予測されている。」 

の部分を削除した。 	 ⑤ 

生垣造成に対する補助事業の助成額を平成 4年度現在の数 

値に修正した。 	 ③ 

窓ガラス等落下物の安全化の表に平成元年度の数値を加え 

た。 	 ④ 

水道施設にっいての配水管の表を平成 4 年 4 月 1 日現在の 

数値に修正した。 	 ④ 

下水道施設の表を平成 4 年 4 月 1 日現在の数値に修正した。 

④ 

ガス施設の現況を平成 4 年9月現在の数値に修正した。④ 

道路の現況を平成 4年4月 1 日現在の数値に修正した。④ 

橋りようの現況を平成 4年4月 1 日現在の数値に修正した。 

④ 
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第3章 防災行動力の向上

第 1 節 地震火災の防止 

(P24) 

新しい被害想定に基づき、地震火災の想定状況を修正した。③ 

「住民指導の強化」にっいての文章表現の一部を整理した。 

⑤ 

「住民、事業所の自主防災体制の強化」にっいての文章中、 

住民の防災行動力の向上に関する記述を一部整理した。 ⑤ 

消火器の地域配備状況表に平成 4年度までの数値を加えた。 

④ 

平成元～ 4年度までの地域防災組織への大型消火器の配備

状況並びに平成 4年度の家庭用消火器のあっせんにっいての 

記述を加えた。 	 ④ 
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第 1 節 地震火災の防止 

(P 28) 

第2節 区民等の協力 

(P 33) 

第3節 防災意識の高揚 

(P39) 

第 4 節 防災訓練の充実 

(P42) 

豊島区内の消防車両の現況表の「化学車」を「排煙高発泡

車」に修正した。また、文中及び表の数値を平成 4 年 9月 1 
日現在に修正した。 	 ④ 

消防通信機器の整備にっいての文章を具体的表現に修正し 

た。 	 ⑤ 

消防団資器材表の数値を平成 4年9月 1 日現在に修正した。 

④ 

消防水利の整備にっいての文章を整理し、その整備状況の 

表を平成 4年9月現在の数値に修正した。 	 （歓D 
「小型貯水槽の概要」を「小型貯水槽の設置状況」に改め、 

各年度毎及び合計の設置数の表を作成した。また、民間井戸

導水装置の取付け状況にっいても同様の表を作成した。 ⑤ 

第 2 節の前文、組織の結成状況にっいての文章を整理した。 

⑤ 

各組織の標準組織図（例）及び市民消火隊（ 6隊）の表を 

修正した。 	 ⑤ 

組織（地区災害対策部）の資器材等の助成状況表の数値を、 

平成 5年1 月 1 日現在に修正した。 	 ④ 

社団法人東京都豊島区柔道接骨師会豊島支部との協定を 

加えた。 
	 ① 

「自衛消防隊の設畿」 を「自衛消防隊」 に改め、文章表現 

の―部を整理した。 	 ⑤ 

(2） として「自衛消防組織」にっいての記述を新たに 

加えた。 	 ⑤ 
区内用途別対象物の現況表の数値を平成 4 年9月 1 日現在 

に修正した。 	 ④ 

区民等に対する防災知識の普及の表の区の区分に平成 5年 

1 月 1 日現在までの事業を追加した。 	 ④ 

日本電信電話の区分の対処方法 (2) 「・・・・青・黄・

緑色の公衆電話・・・・」を「・・・・緑色及び黄色の公衆 

電話・・・・」に修正した。 	 ③ 

地域防災訓練の数値を平成 3年度実績に修正した。 

④ 

第 1 章 応急活動態勢

第_1 節 豊島区の活動 

(P43） 	態勢 

豊島区災害対策本部組織図の一部改正にともない、修正し 

た。 	 ③ 
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第1章 応急活動態勢

第1節 豊島区の活動 

(P46） 	態勢 

「区本部の設置」の文章中、 「本部長室は、区役所の本庁

舎に貴き、その場所に」を「本部長室は、区民センタ-4階 

に置き、区民センター玄関に」に修正した。 	 ② 

休日夜間警戒待機態勢表の土曜日にっいての記述を削除し、 

従来の「休日及び日曜日」を 「休日、日曜日及び土曜日」 に 

修正した。 	 ③ 

第 2節 東京都関係機関 

(P48） の活動態勢

第3節 防災関係機関 

(P49） の活動態勢 

東京消防庁「消防署」の活動態勢図を修正した。 

③ 

首都高速道路公団活動態勢表に人事部職員研修所にっいて 

の記述を加えた。 	 ② 

第2章 情報収集・伝達

第1節 情報連絡態勢 

(P52） 	の整備 

防災行政無線設備の整備の表中、移動系・同報系の周波帯

及び出力欄に「1回線」を加えた。 

移動局の「公園緑地課 1」を削除し、 「公園工事事務所 

1」を「公園工事事務所 2」に、 「車載 5台，携帯用6台」 

を「車載6台，携帯用6台」にそれぞれ修正した。 

また、同報系子局欄の「戸別受信機 425局」を「戸別受 

信機 471局」に、 	「小中学校 42」を「小中学校 7U に、 

新たに「準公共施設 12」を加え、 「その他区施設 58」を 

「その他区施設 5L にそれぞれ数値を修正し、また、 「出 

張所 12」を加えた。 	 ② 

第3章 災害救助

第1節 災害救助法 

(P53） の適用

第2節 災害救助法に 

(P54） よる救助の内容

等 

災害救助法の適用基準の文章中、人ロ及び世帯数を平成 2 

年度国勢調査数値に修正した。 	 ⑤ 

災害救助法による救助の内容等にっいて、平成5年1月 1 

日現在の数値に基づき、費用の限度額等内容の一部を修正した。 

③ 

第 4章 相互協力・派遣

要請 

第1節 相互協力体制 

(P 59) 

第2節 自衛隊の災害 

(P60） 	派遣 

民間団体等との協定の締結状況表中、 「豊島道路建設協力 

会」を「豊島土木建設協会」に修正した。 	 ⑤ 

また、新たに協定を締結した「社団法人東京都豊島区柔道 

接骨師会豊島支部」を追加した。 	 ① 

本区担当の部隊の変更にともない、表中の部隊名、連絡責任 

者等にっいて修正した。 	 ③ 

章 	・ 	節 修 	正 	要 	旨 

第5章 消防・危険物対策

第~節 消防活動 

(P61) 

現有消防力表中、消防職員と救急車の数値を平成 4年9月 

1日現在に修正した。 	 ④ 

第6章 水 	防 

第2節 気象情報と通信 

(I'flI) 	連絡 

粥 3節 水防機関の活動 

( 1>63) 

気象情報の種類と発表基準の文中、 「同法施行令第6条」 

を「同法施行令第9条 2項」に修正した。 	 ③ 

水防警報にっいての表を修正した。 	 ② 

都建設局第四建設事務所の連絡態勢及び非常配備態勢表を 

修正した。 	 ② 

第 8章 避 	難 

第1節 避難場所・ 

(P64） 	避難道路等 

第2節 避難態勢 

(P 69) 

平成 4年5月の東京都の避難場所・避難道路等の見直しに

ともない、避難場所の指定、並びに避難道路の指定の内容を

修正した。また、従来第2節の避難態勢でふれていた一時集

合場所にっいての記述を、第 1節の第3とし、内容にっいて 

も修正した。 	 （③迄） 

避難場所の見直しにともなって、避難誘導用資器材等の整 

備の内容を修正した。 	 ③ 

また、第2節の避難場所の運用にっいての文章中、 「区内 

5か所の避難場所は豊島区。区外 6か所はそれぞれの所在区」 

を「区内 5か所の避難場所は豊島区。区外 3か所はそれぞれ 

の所在区」に修正した。 	 ③ 
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③
  

第9章 救助・救急

第I節 東京消防庁の 

(P70） 	救助・救急体制 

救急体制の整備にっいての従来の文章から、 「重度傷病者

救命率を高めるため、救急救命士の育成、高度救急資器材の

整備等活動の充実を図る。」に、また「傷病者の搬送を効果

的に行うため、災害救急情報システム等を活用し、医療情報

収集体制を強化する。」にそれぞれ修正した。さらに「都民

に対し、応急救護に関する知識の高揚と技術の向上を図る。」 

の文章を追加する。 	 ② 

第10章 応急医療救護 

(P 70)  

第1節 初期医療体制 

(P 71) の整備 

前文に災害時における医療救護の流れをあらわす図を作成、 

記載した。 	 ⑤ 

「医療救護班の整備」を「医療救護班の編成」に修正し、 

大規模事故等における編成や被服の整備等にっいて新たに加 

えるなどの修正を行った。 	 ② 

医療救護班の編成にっいて柔道接骨師会を加え、医師会医 

療救護班、区医療救護班の見直しを図った。 	 ② 



編 部 章 	・ 	節 修 	正 	要 	旨 

計
 
画
 
編
 

第
  
三
 
部
 
災
 
害
 
応
 
急
 
対
 
策
 
計
 
画
 

第1節 初動医療体制 

(P 71) 	の整備 

医療救護所にっいての記述を具体化し、医療救護班の活動

にっいでも具体的な記述をし、医療救護活動のその他の内容

や医薬品・医療資器材等の確保にてル、てもその内容を整理、 

修正した。 	 ⑤ 

第2節 後方医療体制 

(P74） 	の整備 

東京都の地域防災計画の修正にともない、後方医療施設、 

重症患者の搬送及び収容等の内容を整理、修正した。 	② 
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避難場所の見直し等にともない、飲料水の確保、検水体制 

の整備及び応急給水活動等の内容を整理、修正した。 	② 

なお、事務所ビル等の貯水槽の数値にっいては平成 4年l1 

月現在に、防災井戸の指定件数は平成 5年1月 1日現在の数 

値にそれぞれ修正した。 	 ④ 

被害想定の見直しや豊島区の事業の現況に照らして、食糧

の確保、食糧の配付等にっいて計画目標の充実を図った。② 

備蓄数値にっいて、平成 5年1月現在に修正した。 

④ 

生活必需品等の確保にっいて、計画目標の充実を図るため

生活必需品等の備蓄の表に、 「ポリ袋（特大）、ローソク、 

防水シート、乳幼児用肌着、ポリ袋（中）、乳幼児用オムッ」 

の6項目を加えた。 	 ② 

表中の事業の現況の数値を平成 5年 1月 1日現在に修正し 

た。 	 ④ 

生活必需品等の配付の表を災害救助法施行規則の一部改正 

により、給与限度額を平成 4年度の数値に修正した。 	③ 

調達及び搬送並びにり災者への配付の文章の一部を修正し 

た。 	 ② 

備蓄倉庫の本文に平成 5年1月現在の状況にっいての記述

を加えた。また、備蓄倉庫の一覧表に現在計画中の北大塚備蓄 

倉庫を加えた。 	 ② 

新たにミニ備蓄倉庫の一覧表を加えた。 	 ④ 

第12章 緊急輪送

第2節 道路啓開 

(P93) 

避難場所及び避難道路の見直しにともない、緊急啓開道路

の選定と道路啓開態勢にっいて、都並びに区の選定路線数及 

び延長を修正した0 	 ③ 
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館昭章 ライ 7ライン 

施殺の応急対策

第 5 節 通信施設 

(I'OG) 

応急措置に関する最小限の通信の確保にっいて「伝言サー 

ビス」 を「伝言取次ぎサービス」に修正した。 	 ⑤ 

第馬章 被災地の応急対策

第1節 清掃及び障害 

(P97） 	物の除去 

第4節 応急仮設住宅等 

(P100) 

第 5 節 応急教育 

(P102) 

ごみ処理表中の数値を、被害想定の見直しにともない修正 

した。また、第 3次対策にっいての記述を加えた。 	① 

し尿処理表中の数値を、被害想定の見直しにともない修正 

した。 	 ③ 

応急仮設住宅の建設にっいて、設置基準・設置規模の面積 

並びに金額を平成 4年度現在の数値に修正した。 	③ 

被災住家の応急修理にっいて、修理費1世帯当りの金額を 

平成 4年度現在の数値に修正した。 	 ③ 

学用品の調達及び支給にっいて、費用の限度の表中の金額 

を平成 4年度現在の数値に修正した。 	 ③ 

第1章 民生安定のため

の緊急措置 

第 1節 り災者の生活 

(P103）確保 

第3 ．災害援護資金等の貸付にっいて、次のように改正した。 

1 ．豊島区災害援護資金 

2 ．豊島区災害弔慰金及び災害見舞金 

平成3年12月の区条例の改正にともない、災害援護資金限

度額等・災害弔意金・災害障害見舞金それぞれの額を修正し 

た。 	 ③ 

5 ．生活福祉資金（東京都社会福祉協議会） 

世帯更生資金の名称を生活福祉資金に改めた。また、その 

貸付金額、貸付条件及び申込方法等の内容にっいて修正した。 

③ 

7 ．豊島区女性自立援助資金（豊島区） 

住宅資金額及び療養資金額にっいて修正を加えた。 	③ 

9‘住宅資金（豊島区） 

住宅修築資金融資あっせんにっいて、対象、資格、金額、 

条件、利子、保証人等にっいて修正を加えた。 	 ③ 
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第3章 警戒宣言時の対

応措置 

第1節 活動態勢 

(P 109)  

第8節 電話、電報対策 

(P 110)  

区の活動態勢にっいて、災害対策本部の標示の掲示場所を 

「区役所正面入口」から「区民センター正面」に修正した。 

③ 

豊島区災害対策本部の第1非常配備態勢の数値を平成 4年 

6月 1日現在に修正した。 	 ⑤ 

判定会招集の報道開始後の混乱防止措世に関し、電話の利

用制限を行った場合の通話を確保する公衆電話のうち「青色」 

を削除した。 	 ③ 

東京都豊島区地域防災計画 

平成 5 年修正の概要 
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